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２ 施策の柱                               

施策１ 気づく・つなぐ・見守る                      

１ 施策の方針 

○妊娠期から学齢期、青少年期に至るまで困難を抱える子ども・若者、家庭に、保育所・幼
稚園、学校、地域、区役所等日常の様々な接点や関わりの中で気づき、関係機関のネット
ワークを充実させることで、支援につなげていきます。 

○地域の中で、困難を抱える子ども・若者、家庭に寄り添い、見守ることにより、孤立を防
ぎ、安心して暮らすことができる環境づくりを進めます。 

 

２ 主な取組 

(1) 母子保健施策・地域子育て支援施策 
○妊娠期から子育て期にわたる相談支援 

妊産婦及び子育て家庭が妊娠・出産・子育てに関する正しい理解を深め、すべての子ど
もが健やかに生まれ、育てられるよう、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊婦健康診査、
両親教室、妊産婦訪問、新生児・乳幼児訪問指導、乳幼児健康診査などの母子保健施策の
取組を進めます。  

また、産科・小児科などの医療機関や子育て支援機関、関係者と連携し、支援が必要な
方への相談支援を行います。 

また、予期しない妊娠等に悩む妊婦が相談支援を受け、安心して子どもを産み育てられ
るよう、「にんしんＳＯＳヨコハマ」（★）を設置し、妊娠早期からの相談支援の充実に
取り組みます。 

○地域子育て支援拠点における利用者支援事業の実施 
各区にある地域子育て支援拠点において、親子の個別ニーズを把握し、その状況に応じ

て、多様な教育・保育施設や地域の子ども・子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、
専任の職員が情報提供、相談、援助、助言などを行います。 
 

 (2) 学校と区役所等の連携 
○区役所の学齢期対応の窓口の一本化 
 子どもや家庭が抱える課題を総合的に支援するため、学齢期の留守家庭児童への対応も
含めた学齢期対応の窓口を区役所のこども家庭支援課に一本化し、乳幼児期から学齢期ま
での切れ目ない支援を行います。 
○スクールソーシャルワーカー、カウンセラー及び児童支援専任教諭（★）・生徒指導

専任教諭の配置 
 いじめや不登校などの未然防止や早期解決に取り組むため、児童支援専任教諭の全小学
校、生徒指導専任教諭の全中学校への配置や、専門家であるカウンセラー、スクールソー
シャルワーカーの配置など、児童生徒支援体制を充実させます。また、児童支援専任教諭、
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生徒指導専任教諭を中心に幼稚園、保育所や区役所等の関係機関と連携し、児童虐待等の
早期発見・早期対応のための切れ目のない支援に取り組みます。 
○高校就学継続・進路選択等の支援 

高等学校では、中途退学や卒業時の進路未決定者等の状況があり、生徒指導上の重要な
課題となっています。市立高校では、全校にスクールカウンセラーを配置し、生徒や家庭
の複雑・多様化する課題解決のための相談支援を行います。また、生徒が希望する進路を
実現できるよう、「進学指導アドバイザー」の派遣や産業カウンセラーによる就業に関する
相談支援などキャリアカウンセリングの充実を図り、教職員による生徒への指導と合わせ、
学びの継続や自立に向けた支援を行います。 

また、若者サポートステーションや地域ユースプラザ（★）に専門相談員を配置し、よ
りきめ細やかで専門的な相談支援を行うことで、ひきこもりや不登校など若者が抱える
様々な困難について、総合的な支援や社会参加に向けた継続的な支援を行い、高校の就学
継続や、やむを得ず中退した場合のその後の就労や進学に向けた支援を行います。 
 

 (3) 総合的な児童虐待防止対策の推進 
保護者の疾病・障害、子育てに関する知識やスキルが不十分であるなどの理由により、

子どもが家庭で適切な養育を受けることができない場合や、虐待が疑われるケースなど、
子どもが一人の人として大切にされ、守られる権利が損なわれかねない状況が生じている
場合があります。これは、経済的に困窮している世帯のみに該当することではありません
が、子ども自身が自己有用感や自己肯定感を持ちながら健やかに成長するため、子どもの
貧困対策に関する計画にも位置づけ、児童虐待対策を進めていく必要があります。 

  ○児童虐待防止啓発地域連携事業 
   こども青少年局及び各区において、児童虐待防止に関する広報・啓発、児童相談所・学

校・警察等の関係機関との連携強化、体制の整備・強化、人材育成、組織的対応の強化、
支援策の充実、地域における児童虐待防止のためのネットワークづくりなどを推進し、児
童虐待の未然防止から早期発見、重篤化の防止、更には再発予防に至るまで、児童虐待対
策を総合的に進めます。 
○児童相談所等の相談・支援体制の充実 
 児童虐待に関する相談・通告受理件数は、平成 26 年度においては 4,507 件で、年々増
加傾向にあります。 

このように増加する相談・通告に対応し、複雑化・深刻化する児童虐待等に適切に対応
できる専門性の高い職員の人材育成を図るとともに、夜間・休日における緊急の児童虐待
通告や相談に対しては、現在の対応を維持し、迅速に対応していきます。 
  また、平成 26 年１月に作成した「横浜市子ども虐待対応における連携強化指針」に基づ
き、区役所(福祉保健センター)での虐待の早期発見や再発防止等への対応を図るとともに、
関係機関（警察）との連携強化のため、警察官（OB）を児童相談所へ配置し、相談・支援
体制の充実を図っています。 
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○保育所での見守り強化 
 児童虐待の再発防止や深刻化防止のため、児童相談所や区役所など関係機関と連携を取
りつつ、一時保護には至らない程度の状況にある被虐待児童について、親子を日中に分離
すること等により、虐待の悪化防止や改善が期待される場合に、当該児童を保育所で受け
入れ、見守りを行います。 
 児童へのケアや保護者への対応のためにより手厚い対応が必要な場合には、保育士を加
配し、円滑な児童の受入れ体制を整えます。 
 

(4) 生活困窮者への自立支援 
生活困窮家庭への相談支援を通じて、支援を要する子ども・若者を早期に把握し、早期

に支援へ繋げていくため、こども家庭支援課や青少年相談センター、学校等庁内や地域に
おける子どもを支える関係機関への相談や連絡体制を構築します。 
○区役所内の関係部署やジョブスポットとの連携強化 

生活困窮者自立支援の核となる自立相談支援事業の実施にあたり、各区に自立相談支援
員を配置し、包括的な相談や支援に向けた区役所内の関係部署やジョブスポットとの連携
を強化していきます。 
○地域の相談支援機関等とのネットワーク構築によるアウトリーチ型の自立相談支援

事業の推進 
学校・保育所をはじめ、地域ケアプラザや民生委員等、日常的に子ども・若者、家庭に

接する機会を有する関係機関のネットワークを充実させ、子どもを含む生活困窮者を、早
期に適切な支援に繋げていくためのアウトリーチ機能を強化していきます。 
 

(5) その他の事業・取組 
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☆コラム～区と学校との連携による貧困対策～☆ 
 平成 27 年度より、市内区役所のこども家庭支援課に、学校連携担当職員が配置されました。こ
れを受けて港北区では、子どもの貧困対策に関して、区と学校が今まで以上に有機的な対応を図ろ
うと、区と学校教育事務所が連携した、「子どもの貧困対策プロジェクト」を実施しています。 

具体的な動きとしては、学校関係者が集まる会議にて、区の生活支援課が実施している寄り添い
型学習支援事業の詳細を共有することや、事例検討を行っています。これにより、各々の制度や活
動についての共通理解が進むとともに、校内での支援が難しかった子どもに対し、校外での対応を
進める土壌ができる、などの成果が上がっています。 
 

 

 

今後も、区と学校が、それぞれの子どもに寄り添った上で環境を整えていくことを前提に、状況
に応じて地域の方々とも連携を取りながら効果的な対応を継続することにより、貧困が連鎖するこ
とを防いでいきたい、とプロジェクトを進めております。 
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☆コラム～臨床心理士を保育所に配置して養育支援を充実～☆ 
虐待、ＤＶ、精神疾患、ひとり親、発達障害児、未熟な養育者など、支援が必要な乳幼児や保

護者が増えており、保育所に求められる役割は大きくなっています。保育所は、日々の保育を通
じて、子どもたちの心身を健やかに育み、保護者に寄り添い、子育てを支援することが求められ
ます。 
旭区では、養育支援の強化及び虐待予防を目的として、平成 24 年度から「保育所を活用した

養育支援強化事業」を実施しています。事業内容としては、横浜市立左近山保育園への臨床心理
士の配置（週２日）、児童虐待の専門家への事業アドバイザーの依頼、保育士を対象とした研修等
を行っています。平成 27 年度からは、２園目として、横浜市立ひかりが丘保育園にも臨床心理
士を配置しています。 
この事業では、市立保育所が事務局園の役割を担い、エリア毎に保育施設等が連携して研修、

行事等を行う保育資源ネットワーク構築事業を活用し、臨床心理士が配置園だけでなくエリア内
の民間保育所の相談に対応し、在宅の親子を対象とした育児講座を行うなど、各施設と連携して
取組を進めています。 
また、平成 28 年度からは、保育臨床の専門家の助言を得ながら、旭区内の市立保育所（全７

園予定）に臨床心理士を目指す大学院生等を研修生として受入れ、保育に心理臨床の視点を導入
する取組を進める「臨床心理系インターンシップ協働支援事業」を行います。 
保育士と臨床心理士の協働により、気がかりな子どもの発達や心理的な課題に対して、保護者

に寄り添いながら子どもの回復と育ちを支えるなど、保育の質の向上や、地域の子育て支援の推
進につなげています。乳幼児期は、自己肯定感を育む大切な時期です。乳幼児期の養育支援を強
化し、早期に対応することによって、子ども達の未来を支えます。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




